
24

農業・食品産業技術総合研究機構 業務実績報告書（抜粋）

３ 生物系特定産業技術に関する基礎的研究の推進

中期目標

（１）食料・農業・農村基本法、森林・林業基本法（昭和39年法律第161号）及び水産基本法（平

成 13年法律第89号）等の基本理念を踏まえた「農林水産研究基本計画」等の生物系特定産業技術

（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第２条に規定する生物系特定産業技術をいう。

以下同じ。）の開発に関する国の施策を実現する方策の一つとして、生物系特定産業技術に関する

基礎的な研究開発を促進する。

このため、

ア 生物の持つ様々な機能を高度に利用した新技術・新分野を創出するための基礎的、独創的な研

究を通じて、農林水産物の高付加価値化や新需要の開拓、農林漁業、飲食料品製造業、たばこ製

造業等の生産性の飛躍的向上、地球規模の食料・環境問題の解決等に資することを目的として、

生物系特定産業技術に関する基礎研究を推進する。

イ 様々な分野からの人材、研究手法、技術シーズ等の活用を通じて、生物系特定産業技術を用い

た新事業、新雇用の創出を図ることを目的として、産学官が連携して行う異分野融合型の試験研

究等を推進する。加えて、これらの成果の実用化により新事業、新雇用が創出されるよう支援を

行う。

ウ 併せて、これらの研究成果や旧農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法（平成

７年法律第５号）に基づく研究開発の成果について、民間等における利活用及び普及を図る。

（２）競争的研究資金の効果を最大限に発揮させるため、課題の採択、単年度評価及び中間評価を

適切に実施し、その結果を踏まえた研究計画の見直しや運用を図ることを通じて質の高い研究成果

が得られるよう努める。その際、研究論文発表数及び特許等出願数について数値目標を設定して取

り組む。中間評価については、その結果を質の高い課題の研究規模や当該課題への資金配分等に反

映させる。

また、評価の公正さ、透明性を一層確保するため、採択プロセスの明確化、客観性の高い評価指

標の設定、外部の幅広い分野の専門家・有識者による厳格な評価を行うとともに、その評価内容を

できるだけ計量的手法を用いて、評価体制とともに国民に分かりやすい形で情報提供を行う。研究

成果については、研究論文発表のほか、できるだけ計量的手法を用いて、国民に分かりやすい形で

情報提供を行うとともに、事業目的に対する貢献状況の把握・分析を行い、事業運営の改善のため

に活用する。

中期計画

食料・農業・農村基本法、森林・林業基本法（昭和39年法律第161号）及び水産基本法（平成13

年法律第89号）等の基本理念を踏まえた「農林水産研究基本計画」等の生物系特定産業技術（独立

行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第２条に規定する生物系特定産業技術をいう。以下同

じ。）の開発に関する国の施策を踏まえ、生物の持つ様々な機能を高度に利用した新技術・新分野

を創出するための基礎的、独創的な研究並びに様々な分野からの人材、研究手法、技術シーズ等を

活用した産学官が連携して行う異分野融合型の試験研究等を推進するとともに、新事業、新雇用が

創出されるよう支援を行うため、基礎的研究業務を適正かつ着実に実施する。

業務の推進に当たっては、競争的研究資金の効果を最大限に発揮させるとともに、課題の採択、

評価の公正さ、透明性を確保するため、以下の方針の下に業務を実施する。

（１）課題の公募・採択

① 特定の研究機関に限定せず、広く課題を公募するものとし、公募開始の１ヶ月前には公募に関

する情報をホームページ等により公表するとともに、適宜地域での説明会を開催し、事前の周知

を図る。

② 課題の採択に当たっては、客観性の高い評価指標に基づき、外部の専門家、有識者で構成する

選考・評価委員会の審査結果を踏まえて決定する。

③ 研究者の所属や経歴、業績等にとらわれず、研究内容に基づき評価を行い、優れた提案を選定

するとともに、特定の研究者に研究資金が集中しないよう配慮する。
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④ 課題選定の時期を可能な範囲でこれまで以上に早める努力をするとともに、選定結果を課題の

提案者に対して速やかに通知する。また、採択課題については、審査体制とともに、ホームペー

ジ等により速やかに公表する。

（２）研究の管理・評価

① 採択課題については、あらかじめ研究期間を通じた研究計画を策定する。研究計画には、研究

期間終了時点の最終目標を明確に記述するとともに、３年目を目途とした中間時点の目標を可能

な限り明確に記述するものとする。

② 研究計画に基づき、毎年度、課題ごとに適切な手法で評価を行うとともに、その結果を踏まえ

て研究の見直し等を行う。また、研究機構内部に、採択課題の管理・運営支援・評価等の実務を

行う研究経歴のある責任者（プログラム・オフィサー）を設置する。

③ ３年を超える研究期間を要する課題については、研究期間の３年目に、中間評価（５段階評価）

を行う。また、研究期間を終了する課題について終了時評価を行う。評価に当たっては、客観性

の高い評価指標に基づき、外部の専門家、有識者で構成する選考・評価委員会を活用したピアレ

ビュー方式で行う。

評価結果については、評価体制とともに、国民に分かりやすい形でホームページにより公表す

る。また、中間評価結果の高い課題については、資源配分に反映させるとともに、評価結果が一

定水準（５段階評価の２）に満たない課題は原則として中止又は規模を縮小する。

④ 研究の評価及びそれに基づく資金配分については、研究機構の研究者の応募に係る課題を含め、

基礎的研究業務において管理・運営する。

⑤ 日本版バイ・ドール条項（産業活力再生特別措置法（平成11年法律第131号）第30条）の適用

を積極的に進め、研究実施主体のインセンティブを高める。

⑥ 継続課題については、研究の評価等に係る手続を踏まえた上で、委託先の事情に起因する場合

等を除き、研究継続に支障が生じないよう契約締結・確定等の事務処理を迅速に行う。

（３）成果の公表等

① 委託研究を通じて、研究期間途中から、研究者による学術雑誌や学会での発表を促進し、中期

目標の期間内における査読論文発表数を2,280報以上確保する。また、委託研究を通じて、知的

財産権の取得に努め、中期目標の期間内に250件以上の国内特許等を出願するとともに、海外で

利用される可能性、我が国の農林水産業等への影響を配慮して、特許等の海外出願を行う。

② 研究期間終了年度に成果発表会等を年１回以上開催するとともに、印刷物の作成やホームペー

ジへの掲載等により、できるだけ計量的手法等を用いて、国民に分かりやすい形で研究成果に関

する情報提供を行う。

③ 研究が終了した課題について、事業目的に対する貢献状況を定期的に把握・分析する。

④ 旧農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法に基づく研究開発の成果について

は、現地検討会の開催、ホームページによる公表等により、生産現場への普及を進める。

指標２－３

ア 広く課題が公募されているか。課題の採択は適切に行われているか。また採択課題については

審査体制を含め公表されているか。課題選定時期の早期化への取り組みが行われたか。

イ 研究目標の設定など研究計画が適切に策定されているか。

ウ プログラム・オフィサーの設置など研究課題の管理・運営等は適切に行われているか。

エ 中間・終了時評価が適切に行われているか。また、評価結果が、評価体制とともに公表され、

資金配分等に反映されているか。

オ 日本版バイ・ドール条項の適用を積極的に進めているか。

カ 論文発表及び知的財産権取得に向けた法人の方針が明確化され、研究機関に理解されているか。

キ 査読論文発表数、国内特許等に関する数値目標の達成に向けた進捗はどうか。また、特許等の

海外出願に向けた指導は適切に行われているか。

ク 成果発表会開催など国民に分かりやすい形での研究成果に関する情報提供が行われているか。

ケ 研究終了課題について事業目的に対する貢献状況の把握・分析が適切に行われているか。

【実績等の要約 ２－３】

１．選考・評価委員会による研究内容を重視した審査の結果を基に 28 課題の採択を決定し、速やか
に提案者に選定結果を通知した。また、19 年度の採択課題の募集に当たっては、ホームページ上
への掲載および応募要領、ポスター等の研究機関への送付により広く課題募集の周知に努めた。
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２．採択課題については、選考・評価委員およびプログラム・オフィサー等によるヒアリングを実施

した上で、研究者により研究計画が策定された。

３．研究実施や管理の経歴を有するプログラム・オフィサーを 16 名配置し、採択課題の進捗管理・
運営支援・評価支援等を行った。また、プログラム・オフィサーに相応しい人材を広く求め、18
年度には新たに大学関係者（教授）を 1名追加した。

４．18 年度に実施中の 86 課題は中間評価又は単年度評価を実施して必要な改善を行うとともに、研
究期間の最終年となる 23課題については事後評価を実施した。18年度の継続 81課題については、
18年 4月 3日付けで委託契約を締結し、研究継続に支障の無いよう努めた。

５．日本版バイ・ドール制度の適用を積極的に進め、18 年度に出願された特許権 46 件について受託
機関に権利の帰属を認めた。

６．研究成果については、学術雑誌や学会での発表の促進、知的財産権の取得に努めることとし、国

内外の学会・シンポジウムでの発表、学術雑誌への論文掲載（424 報）、特許出願（46 件）が行わ
れた。

７．18 年度で終了する 23 課題を対象とした成果発表会を、3 日間にわたって東京国際フォーラムで
公開で実施し、成果集の会場での配布、研究成果の概要のホームページへの掲載により情報発信に

努めた。

８．基礎的研究業務に係る研究終了課題の事業目的に対する貢献状況の把握・分析の実施に向けた基

礎資料を得るため、研究終了後 5 年を経過した 20 研究課題（研究期間：平成 8 ～ 12 年度）を対
象とした追跡調査を試行的に実施した。

【理事長コメント ２－３】

◇「農林水産研究基本計画」等の生物系特定産業技術に関する国の施策を踏まえて、新技術・新分野

創設のための基礎的、独創的な研究、産学官が連携して行う異分野融合型の試験研究等が着実に推

進されるとともに、研究課題の新規採択、評価に際しての公平性、透明性の確保等によって競争的

研究資金の効果を最大限に発揮させるための業務運営が円滑に行われた。

自己評価 評価ランク コメント

第２－３

Ａ 「新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業」等の課題の公

募・採択、研究の管理・評価、成果の公表の一連の業務運営が順調

に行われている。研究終了後 5 年を経過した課題について追跡調
査を試行した点も評価できる。

２－３－１ 課題の広い公募、適切な採択、審査体制を含めた公表および課題選定時期の早期化〔指標

２－３－ア〕

18 年度の課題採択に当たっては「新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業」「生物系産業創
出のための異分野融合研究支援事業」それぞれについて、外部の専門家、有識者で構成する選考・評

価委員会（選考・評価委員 21 名、専門委員 4 名）による審査を実施し、採択候補課題を選定した。
生研センターは、選考・評価委員会の審査結果を基に 28 課題（基礎 18 課題、異分野 10 課題）の

採択を決定した。

18 年度の課題募集に当たっては、幅広く国内の産学官の研究者を対象とし、研究者の所属機関に
関係なく応募が可能となるよう設定した。

選考・評価委員会が科学的・技術的意義、独創性・新規性、農林水産業等への貢献等の観点から、

研究内容を重視した事業ごとの審査基準を用いて提案課題を審査することにより、研究者の所属や経

歴、業績等にとらわれず、採択課題を選定した。

18 年度の採択課題については、採択課題の決定後速やかに提案者に選定結果を通知した。また、6
月 30日にプレスリリースを行うとともに、生研センターのホームページ上で公表した。
19年度の採択課題の募集に当たっては、提案受付開始日である平成 19 年 3 月 1 日に約 2 ヶ月先だ

って、同年 1 月 9 日に生研センターのホームページ上に応募要領等の募集に関する案内を掲載した
ほか、応募要領、ポスター等を研究機関に送付するなど、広く課題募集の周知に努めた。
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表2-3-1-1 19年度課題募集のスケジュール

平成18年10月中旬～12月下旬 19年度課題募集説明会

（札幌、盛岡、仙台、つくば、東京、名古屋、富山、大阪、広島、福岡、沖縄）

平成19年 1月 9日 生研センターホームページ上で募集案内を開始

3月 1日～3月15日 研究課題の応募受付

4月 第1次審査（書類審査）

5月 第2次審査（面接審査）

選考・評価委員会（採択候補課題の決定）

6月 採択課題の決定・公表

表2-3-1-2 募集周知の取り組み

・課題公募説明会

（札幌、盛岡、仙台、つくば、東京、名古屋、富山、大阪、広島、福岡、沖縄）

・応募要領、ポスター、ビラを試験研究機関等に送付

主な送付先：大学、独立行政法人、国公立試験研究機関、民間企業

送 付 件 数：約 1,400件

・生研センターホームページに募集案内を掲載

・科学新聞に募集案内記事を掲載

・Nature Japanに募集案内記事を掲載

・BRAINテクノニュースに募集案内記事を掲載

・学会、学術雑誌等のホームページに募集案内記事を掲載

２－３－２ 研究計画の策定〔指標２－３－イ〕

18 年度の採択課題については、選考・評価委員およびプログラム・オフィサー等により提案者に
対するヒアリングを実施した上で、研究者により研究期間を通じた研究計画が策定されている。

２－３－３ 研究課題の管理・運営〔指標２－３－ウ〕

生研センターに、研究実施や管理の経歴を有するプログラム･オフィサーを 16 名配置し、採択課
題の進捗管理・運営支援・評価支援等を行った。

なお、プログラム・オフィサーに相応しい人材を広く求め、18年度には新たに大学関係者（教授）
を 1名追加した。

表2-3-3-1 プログラム･オフィサーの役割

・評価者（選考・評価委員、専門委員）候補の決定

・提案課題の募集基準適合性の審査

・資金配分案の作成

・研究計画に対する助言・指導

・課題進捗状況の把握（必要に応じて現地調査を実施）

・学会、学術雑誌等のホームページに募集案内記事を掲載

２－３－４ 中間・終了時評価、評価結果と評価体制の公表および資金配分等への反映〔指標２－３－

エ〕

18 年度に実施中の課題（中間・事後評価対象を除く 59 課題：基礎 37 件、異分野 22 件）につい
ては、18 年度の研究計画に基づき、プログラム・オフィサーによるヒアリングを基に選考・評価委
員による単年度評価を実施するとともに、19 年度の具体的な研究方法等について研究者と討議し、
必要な改善を行うこととした。

研究期間の最終年となる課題（基礎 15 件、異分野 8 件）について、外部の専門家、有識者で構成
される選考・評価委員会（選考・評価委員 21 名、専門委員 46 名）において、ピアレビュー方式で
事後評価を実施した。
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研究期間の 3 年目となる 16 年度採択 20 課題（基礎 14 件、異分野 6 件）、および研究期間を 3 年
と設定した課題のうち 2 年目となる 17 年度採択 7 課題（基礎 5 件、異分野 2 件）について、事業ご
とに、外部の専門家、有識者で構成される選考・評価委員会（選考・評価委員 21 名、専門委員 47
名）において、評価項目、評価基準に基づき、ピアレビュー方式で中間評価を実施した。

16 年度採択 20 課題の評価結果については、生研センターのホームページ上で公表した。5 段階評
価で、評価 5は 1件、評価 4は 8件、評価 3は 10件、評価 2は 1件であった。評価結果については、
ホームページにより公表するとともに、19 年度の資金配分に反映させることとしている。なお、17
年度採択 7課題の評価結果については、現在取りまとめ中である。
研究の評価およびそれに基づく資金配分については、農研機構の研究者の応募に係る課題とそれ以

外の課題とを区別することなく、生研センターにおいて適正に実施した。

18年度の継続 81課題（基礎 53課題、異分野 28課題）については、18年度の委託契約（合計 172
件；基礎 59件、異分野 113件）を 18年 4月 3日付けで締結し、研究継続に支障の無いよう努めた。

２－３－５ 日本版バイ・ドール条項の適用〔指標２－３－オ〕

実施中の課題に係る新たな発明については、研究実施主体の特許等の取得に対するインセンティヴ

を高めるため、いわゆる日本版バイ・ドール制度（国・特殊法人等の委託による研究開発の成果たる

知的財産権を一定の条件の下で受託者に帰属させることができる制度）の適用を積極的に進め、18
年度に出願された特許権 46件について受託機関に権利の帰属を認めた。

２－３－６ 論文発表および知的財産権取得に向けた法人の方針の明確化ならびに査読論文発表数、国

内特許等に関する数値目標の達成および特許等の海外出願〔指標２－３－カ、指標２－３－キ〕

研究課題の管理・運営、評価などを通じて、研究成果については、研究期間途中から研究者による

学術雑誌や学会での発表の促進、知的財産権の取得に努めることとした。

18 年度に実施中の課題については、国内外の学会・シンポジウムでの発表が行われ、論文査読の
十分に機能している学術雑誌に 424報（基礎 351報、異分野 73報）の論文が掲載されるとともに、18
年度に 46件の特許出願が行われた。

２－３－７ 国民に分かりやすい形での研究成果に関する情報提供〔指標２－３－ク〕

18 年度で終了する 23 課題（基礎 15 課題、異分野 8 課題）を対象とした成果発表会を、平成 19
年 3月 7日から 9日までの 3日間、東京国際フォーラムにて公開で実施した。
上述の課題を対象とした成果集を印刷して発表会会場で配布したほか、生研センターのホームペー

ジ上に研究成果の概要を掲載し、成果の情報発信に努めた。

２－３－８ 研究終了課題の事業目的に対する貢献状況の把握・分析〔指標２－３－ケ〕

基礎的研究業務に係る研究終了課題の事業目的に対する貢献状況の把握・分析の実施に向けた基礎

資料を得るため、研究終了後 5 年を経過した新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業の第 1
回採択の 20 研究課題（研究期間：平成 8 ～ 12 年度）を対象とした追跡調査を試行的に実施し、そ
の結果を取りまとめた。

業務実績報告書外 その他評価に用いられた資料

○ 2006年度生研センター研究成果発表会（基礎研究推進事業・異分野融合研究
支援事業）

○新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 追跡調査結果（平成 18 年度）
のエッセンス
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